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「越後三山只見国定公園自然体験プログラム等促進事業」委託仕様書 

 

 本仕様書は、福島県が行う「越後三山只見国定公園自然体験プログラム等促進事業」を委託

するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 目的 

令和３年 10月に公園区域が拡張された越後三山只見国定公園（福島県地域）について、当

該公園が有する登山や湖水浴等の魅力的なアクティビティを体験する機会を創出し、奥会津

地域の魅力発信と更なる誘客促進を図る。 

 

２ 業務名 

  越後三山只見国定公園自然体験プログラム等促進事業 

 

３ 業務内容 

  以下の業務を実施すること。 

 （１）奥会津登山ツアーイベントの企画及び実施 

奥会津地域の山岳をガイド（地元ガイドを優先的に配すること）付きで巡る登山ツア

ーを１回以上実施すること。 

ア 参加費用 

参加者の交通費、宿泊費等は有料とすること。 

イ 参加者数 

  20名程度を想定。 

ウ 実施時期 

  令和 4年 8月～10月頃。 

エ 実施場所 

  奥会津の初級～中級者向けの山岳。 

 

（２）沼沢湖アクティビティイベントの企画及び実施 

 沼沢湖の自然を活用したアクティビティイベントを 1回以上実施すること。 

ア 参加費用 

  参加者の交通費、宿泊費等は有料とすること。 

イ 参加者数 

  20～30名程度を想定。 

ウ 実施時期 

  令和 4年 8月～10月頃 

エ 実施場所 

  沼沢湖畔（福島県大沼郡金山町） 
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 （３）留意事項 

ア 安全対策 

  参加者のレベルに応じたパーティ分けやガイド・運営スタッフ等の配置により、 

安全・衛生管理等を確実に実施すること。 

  ①保険への加入対応 

  ②事故等危機発生時の対応 

  ③自然災害発生時の対応 

  ④救護車への対応 

  ⑤その他対策が必要と思料される事項への対応 

イ 関係法令に係る手続等について 

  ツアー及びイベントの実施のために必要となる関係法令等を確認し、必要に応じて 

手続のための資料作成及び届出等を実施すること。 

ウ 自然体験プログラム等の理解促進に資するツールの制作について 

  ツアー及びイベント参加者に対し、越後三山只見国定公園及び当日の自然体験プロ 

グラムに関する理解を促進するツール（リーフレット等）を制作し、配布すること。 

エ 告知・宣伝等について 

     ツアー及びイベントは、事前に広報を実施のうえ、参加者の募集を行うこと。 

     ※新型コロナウィルスの感染拡大状況を鑑み、原則事前申し込み制のツアー及び 

イベントを想定すること。 

オ アンケートの実施について 

     ツアー及びイベント参加者には、終了後に越後三山只見国定公園の自然体験に係る 

アンケート調査を実施し、今後の現地における自然体験プログラムの促進や磨き上げ

に向けた取組の検討に資する情報として収集、取り纏めを行うこと。 

    

４ 成果品 

 次の項目について、紙媒体３部及び電子データを格納した電子記録媒体１部を提出すること。 

（１）業務報告書（アンケート調査結果を含める） 

（２）「３ 業務内容」（３）ウに定めるツール（実物） 

 

５ 成果品の提出先 

 福島県福島市杉妻町２番１６号 

福島県生活環境部自然保護課 

 

６ 履行期間 

契約締結の日から令和５年１月１３日（金）まで 
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７ 提出書類 

 受託者は、委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければならな

い。 

（１）契約締結後速やかに提出するもの 

ア 着手届（様式第１号） 

イ 統括責任者通知書（様式任意） 

ウ 実施工程表（様式任意） 

エ その他、福島県が業務の確認に必要と認める書類 

（２）業務完了後に速やかに提出するもの 

ア 完了届（様式第２号） 

イ その他、福島県が業務の確認に必要と認める書類 

 

８ 統括責任者 

受託者は、本業務に当たって十分な経験を有する者を統括責任者として定めなければならな

い。 

 

９ 事業実施に当たっての打合せ 

受託者は、本業務の期間において、福島県との間で随時打合せを行った上で業務を実施する

ものとし、その打合せ記録を作成するものとする（様式任意）。 

また、福島県は本業務の実施のために必要な協力をする。 

 

10 その他留意事項 

（１）成果品の著作権等の取り扱い 

ア 本業務における成果物の所有権や著作権は、原則としてすべて福島県に帰属し、委託

者は事前の連絡なく加工及び２次利用できるものとする。ただし、受託者が従来から権

利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等（以下「権利留保物」という。）

については、受託者に留保するものとし、この場合、福島県は権利留保物についての当

該権利を非独占的に使用できることとする。 

イ 本業務の実施による成果品は、著作権・肖像権上の処理を済ませた上で納入すること。 

（２）個人情報の取り扱い 

 本業務で個人情報及び特定個人情報を扱う場合は、流失・損失が生じないよう、その保

護について十分な注意を払うこと。 

（３）秘密の保持 

本業務で取得した情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外には絶対に 

利用しないこと。 
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（４）その他 

ア 業務の実施に当たっては、業務の内容及び範囲について、福島県と綿密な打ち合わせ

を行い、その決定に従うこと。 

イ 受託者は、受託業務に関する事項について、福島県から報告を求められた場合には速

やかに応じること。また、改善が必要な事項については、直ちにこれに応じ、その結果

を報告すること。 

ウ 本仕様書に明示無き事項又は業務に疑義が生じた場合は、福島県及び受託者双方の協

議により業務を進めるものとする。 

エ 但し、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについては本

業務に含まれるものとする。 

（以上） 


